
鹿児島市立城西中学校「いじめ防止基本方針」

１ いじめの防止等の対策に関する基本理念
いじめは，人間として絶対に許されない，人権に関わる重大な問題であり，全ての生

徒に関するものである。学校は，全ての生徒が，安心して学校生活を送り，諸教育活動

に取り組むことができるよう，いじめの防止等の対策を講じる必要がある。

このいじめの防止等の対策は，「全ての生徒が，いじめを行わず，いじめを認識しな

がら放置しない。」「生徒が，いじめはいじめられた生徒の心身に深刻な影響を及ぼす

許されない行為であることについて，十分に理解できるようにする。」ことを旨とする。

そのために，本校は，「いじめをしない。いじめをさせない。いじめを見逃さない。」

という基本目標のもと，生徒が，自己肯定感や自己存在感を味わえる場や機会を多く設

定するとともに，思いやりのある温かい集団が形成され，仲間と共に，人間的に成長で

きる魅力ある学校づくりを推進する。

２ いじめの防止に係る対策組織
(1) 対策組織

「いじめ防止等対策委員会」を設置し，生徒のいじめの些細な兆候や懸念，生徒か

らの訴え等について，組織的に対応する。

校長・教頭・生徒指導主任・学年主任・養護教諭・各学年生徒指導係・スクールカ

ウンセラーを中心に必要に応じて，外部人材も参加する。

(2) 役割

ア 「学校いじめ防止基本方針」に基づく取組の実施，進捗状況の確認

学期毎に，学校におけるいじめ防止対策の検証を行い，改善策を検討していく。

(ｱ) 開催日
毎月はじめの生徒指導委員会（火曜日の２校時）とするが，いじめが発生した

際は，臨時に開く。

(ｲ) 場所
校長室

イ 職員の共通理解と意識の啓発

(ｱ) 年度初めの職員会議で，「学校いじめ防止基本方針」について共通理解を
図る。

(ｲ) 無記名アンケートや教育相談の結果の集約，分析，対策の検討を行い，実
効性のあるいじめ防止対策に努める。

ウ 生徒や保護者，地域に対する情報発信，啓発

いじめの防止の取組状況について，学校だよりや学年、学級通信またはホームペ

ージ等を通して発信する。

エ 具体的対応

(ｱ) いじめがあった場合，いじめの疑いがあるとの情報が入った場合は，正確な事

実の把握に努め，問題の解消に向けた指導・支援体制を組織する。

(ｲ) 事案については，迅速かつ効果的に対応する。また，必要に応じて，外部の専

門家，関係機関と連携して対応する。

また，問題が解消したと判断した場合も，その後の生徒の状況等を見守るとと

もに，継続的な指導・支援を行う。

３ いじめの防止のための具体的取組等
(1) 学校の取組

ア いじめの未然防止の取組

(ｱ) 生徒同士の関わりを大切にし，互いに認め合い，共に成長していく学級づくり

を進める。また，いじめについて考えさせる場（学級活動，道徳）を計画的に設

ける。

(ｲ) 授業，各行事，部活動等において，生徒の取組や努力等を認め，自己肯定感や

自己存在感を育むことができるよう努める。



(ｳ) いじめは絶対に許さないという職員の明確な姿勢を示す。

(ｴ) いじめは許さないという自分の意志によって，行動ができるよう指導する。ま

た，いじめを見て見ぬふりをしないように指導する。

(ｵ) いじめ等については一人で悩まずに，家族，学校，友だち，関係機関等に相談

するように指導する。

(ｶ) 全教育活動を通して，人権教育や道徳教育の充実を図るとともに，体験活動や

ボランティア活動を推進し，命の大切さ，相手を思いやる心の醸成を図る。

(ｷ) 情報モラル教育を推進し，生徒が，スマートフォン等によるトラブルやマナー

についての理解を深め，ネットいじめの加害者，被害者とならないよう，継続的

に指導を行う。

(ｸ) 各学級で，「いじめは絶対に許さない」「いじめ等については，一人で悩まず，

周りの人に相談する」「いじめを見て見ぬふりをしない」等を指導する。

(ｹ) 授業，各行事，部活動等において，級友や友だちの取組や努力等を認め合える

指導をする。

(ｺ) 生徒会が中心となり，いじめ防止啓発強調月間（ニコニコ月間）や人権週間に

おいて，いじめ防止や標語募集を呼びかけ，生徒間の意識の高揚を図る。

イ いじめの早期発見の取組

(ｱ) 無記名アンケートや教育相談を定期的に実施し，生徒の状況等は把握するとと

もに，職員で情報を共有する。

(ｲ) 職員と生徒との温かい人間関係づくりや保護者との信頼関係づくりに努め，い

じめ等について相談しやすい環境を整える。

(ｳ) 全職員による校内巡視等を計画的に実施する。

(ｴ) 保護者に対して，スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の活

用について，周知を図る。また，いじめホットライン等，外部の相談機関を紹介

し，生徒が相談しやすい環境を整える。

(ｵ) 学校だよりや各種ＰＴＡを通して，学校の取組等を発信するとともに，情報の

収集・共有を図る。

ウ いじめに対する措置

(ｱ) いじめの発見・通報があった場合は，「いじめ防止等対策委員会」を中心に，

「いじめ発生における対応の流れ」に基づいて組織的に対応する。

(ｲ) 被害生徒に対しては，守り通すという姿勢で対応する。

(ｳ) 加害生徒に対しでは，教育的配慮のもと，毅然とした姿勢で，指導・支援を

行う。

(ｴ) いじめに関わった集団へのはたらきかけを行い，いじめを見逃さない，生み

出さない集団づくりを行う。

(ｵ) 職員の共通理解，保護者の協力，スクールカウンセラー等や児童相談所，警

察署等の関係機関との連携のもとに取り組む。

(ｶ) インターネット上のいじめへの対応については，必要に応じて，警察署や法務

局等とも連携して行う。

(2) ＰＴＡとの連携

生徒の健やかな成長を促すためには，社会全体で生徒を見守り，学校と家庭，地域

とが連携していくことが必要である。

このことから，学校は，ＰＴＡや地域の関係団体等と，いじめの問題について協議

する機会を設けるなど，いじめの問題について，保護者や地域と連携した対策を推進

する。

ア 保護者等への啓発

(ｱ) 学校だより，ホームページに，「城西中学校いじめ防止基本方針」を掲載し，

啓発を図る。

(ｲ) 各ＰＴＡ（ＰＴＡ総会，学年ＰＴＡ，学級ＰＴＡ等）を活用し，学校の取組

〔上記の(1）〕について説明し，周知・徹底を図る。

イ 保護者への支援

(ｱ) 保護者の責務等が，法に規定されたことを踏まえ，いじめの防止等に必要な指

導を適切に行うことができるよう，家庭教育学級等で，人権やインターネット利

用に関する学習を実施したり，リーフレットを配布したりするなど，家庭教育の



支援に努める。

(ｲ) スクールカウンセラー，スクールソーシャルワーカーの活用について，周知を

図る。

ウ 協議の場の設定

いじめの問題について，各ＰＴＡ等で協議する場を設けるとともに，相互の役割

や取組等について共通理解を図り，社会全体で生徒を見守り，学校と家庭，地域と

が連携していく意識を醸成する。

(3) 市教育委員会との連携

ア いじめの問題について，スクールカウンセラー，スクールソーシャルワーカーと

の連携を図り，多面的に取り組む。

イ 重大事案が生じた場合は，速やかに市教育委員会に報告をするとともに，指導や

助言等を基に，必要な対応を行う。

ウ いじめの問題に対して，その態様に応じた適切な対処ができるよう，校内研修会

に指導主事等を招聘し，職員のカウンセリング能力等の向上を図る。

(4) 関係機関との連携

いじめの解決のために，また，いじめ問題における指導において，十分な効果を上

げることが困難な場合などには，必要に応じて，次の関係機関等との連携を図る。

ア 鹿児島市教育委員会青少年課 （フレンドシップ城西，ＳＳＷを含む）【227-1971】

イ 県警察本部（少年サポートセンター）【232-7869】

ウ 鹿児島西警察署（スクールサポーター）【285-0110】 エ 草牟田交番【223-3821】

オ 県総合教育センター教育相談課【294-2788】 カ 県中央児童相談所【264-3003】

キ 鹿児島市こども福祉課【216-1260】 ク 民生委員，児童委員 等

４ 重大事態への対応
(1) 重大事態が生じた場合は，速やかに市教育委員会に報告をし，「重大事態発生にお

ける対応の流れ」に基づいて対応する。

(2) 学校が，事実に関する調査を実施する場合は，「いじめ防止等対策委員会」を開

催し，事態に応じて適切な専門家を加えるなどして対応する。

(3) 調査結果については，被害生徒，保護者に対して，適切に情報を提供する。

５ 学校の取組に対する検証等
(1) 学校いじめ防止基本方針をはじめとするいじめ防止の取組については，ＰＤＣＡサ

イクルで見直し，実行性のある取組となるよう，努める。

(2) いじめに関する項目を入れた職員による取組評価及び保護者への外部評価（保護者

アンケート）を実施（年２回）し，「いじめ防止等対策委員会」で，いじめに関する

取組の検証を行う。

６ その他
(1) いじめ防止に関する校内研修を計画し，生徒理解やいじめ対応に関する職員の資質

向上を図る。

(2) 「学校いじめ防止基本方針」は，４月に保護者へ配布するとともに，ホームページ

に掲載する。

(3) 長期休業前・後の指導を充実し，休業中のいじめ防止に取り組む。


